
 

●天理市企業立地支援条例における奨励金申請の流れ 

企業立地奨励事業者指定申請書・事業所設置計画書 提出 

審査・企業立地奨励事業者認定 

事業所設置計画変更届出書 提出 

当該事業所の操業開始日の 30 日前までに提出して

ください。 

操業開始届出書 提出 

当該計画の内容を変更する必要が生じた日から 30 日

以内に提出してください。 

操   業 

事業所設置奨励金交付申請書 

雇用促進奨励金交付申請書   提出 

奨励金交付決定 

奨励金交付請求書 提出 

奨励金支払い 

操業開始後、初めて賦課された対象固定資産税を納付

してください。 

操業開始日から 30 日以内に提出してください。 

固定資産税の賦課・納付 

操業開始後初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度

の 4 月 1 日から 4 月 30 日までに、提出してください。 

市 企業 

次年度も同様に課税分を納付後、奨励金を申請・交付という流れになります。 


